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○かつらぎ町日中一時支援事業実施要綱 

平成22年5月11日 

要綱第40号 

改正 平成26年3月31日告示第68号 

平成27年3月6日告示第25号 

平成27年12月28日告示第246号 

平成28年3月17日告示第36号 

平成28年3月29日告示第67号 

かつらぎ町日中一時支援事業実施要綱(平成18年かつらぎ町要綱第34号)の全部を改正す

る。 

(目的) 

第1条 この要綱は、かつらぎ町日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、

必要な事項を定め、障害者、障害児及び難病患者等(以下「障害者等」という。)を一時的

に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するため

の日常的な訓練を行うことを目的とする。 

(実施主体) 

第2条 この事業の実施主体は、かつらぎ町とする。 

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な運営を行うことができると認める社会福祉法人等

(以下「事業者」という。)に委託することができる。 

(対象者) 

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳

の交付を受けている者 

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく

療育手帳の交付を受けている者 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定

めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者) 

(利用の申請) 
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第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利

用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。 

(利用の承認決定等) 

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可

否を決定したときは、地域生活支援事業利用(決定)通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」

という。)により申請者に通知するとともに地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を交付

するものとする。 

2 前条の申請に対し、支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)

により当該申請者に通知するものとする。 

(有効期間) 

第6条 前条の規定による決定有効期間は、原則1年とする。ただし、障害福祉サービスの

支給決定を受けている者については、障害福祉サービスに準ずるものとする。 

2 決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続き事業を

利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第4条に規定する申請を行わ

なければならない。 

(利用決定に係る変更の届出) 

第7条 利用者は、申請の内容に変更が生じたときは、申請内容変更届(様式第5号)により、

速やかに町長に届け出なければならない。 

(決定の取消し) 

第8条 町長は、利用者が対象者でなくなったとき、死亡したとき又は虚偽の申請をした等

不正行為が認められたときは、利用の決定を取り消し、支給決定取消通知書(様式第6号)

により当該支給決定障害者等に通知するものとする。 

(受給者証の再交付の申請) 

第9条 地域生活支援事業受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第7号)

によるものとする。 

(利用の方法) 

第10条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し直接依頼

するものとする。 

(利用者負担) 

第11条 利用者は、事業を利用したときは、事業に要した費用として別表に定める額(以下

「費用額」という。)の1割を利用者負担として、事業者に支払わなければならない。ただ
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し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123

号)第29条に基づき利用者負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を設けるととも

に、かつらぎ町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第41号)第2条第4号、第5号、第

7号及び第8号の事業の利用者の利用者負担合計額について、負担上限額を超えないもの

とする。 

(利用者負担の減免又は免除) 

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納付が困難であると認められ

るときは、前条の利用者負担を減額し、又は免除することができる。 

2 前項の規定により利用者負担の減額又は免除を受けようとする者は、申請書に減額又は

免除を必要とする事由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、その認否について決定する

ものとする。 

(委託料) 

第13条 事業者は、費用額から第10条に規定する利用者負担を差し引いた額を委託料とし

て支払うものとする。 

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料

を一括して請求するものとする。 

3 町長は、前項の規定により請求のあった事業者に対し、請求のあった日から起算して30

日以内に、内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。 

(遵守事項) 

第14条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、事前説明を行

わなければならない。 

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤

務の体制を定めておかなければならない。 

3 事業者は、従業者の資質の向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。 

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を

行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サー

ビスを提供した日から5年間保存しなければならない。 

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らして

はならない。 
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(その他) 

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。 

附 則(平成26年3月31日告示第68号) 

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。 

附 則(平成27年3月6日告示第25号) 

(施行期日) 

1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の日前になされた申請、通知等については、改正後のかつらぎ町日中一

時支援事業実施要綱によってなされたものとみなす。 

附 則(平成27年12月28日告示第246号) 

この告示は、平成28年1月1日から施行する。 

附 則(平成28年3月17日告示第36号) 

この告示は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年3月29日告示第67号) 

この告示は、平成28年4月1日から施行する。 

別表(第11条関係) 

サービ

ス種別 

提供時間 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 食事提

供 

(1日に

つき) 

送迎 

(片道に

つき) 

日中一

時支援

Ⅰ型 

4時間未満 1,220円 1,400円 1,560円 1,890円 2,220円 420円 540円 

4時間以上 

8時間未満 

2,450円 2,810円 3,120円 3,780円 4,450円 

8時間以上 3,670円 4,210円 4,680円 5,670円 6,670円 

日中一

時支援

Ⅱ型 

4時間未満 1,220円 1,480円 1,890円 ― ― ― 

4時間以上 

8時間未満 

2,450円 2,960円 3,780円 ― ― ― 
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8時間以上 3,670円 4,440円 5,670円 ― ― ― 

日中一

時支援

Ⅲ型 

4時間未満 6,000円 

4時間以上 

8時間未満 

12,000円 

8時間以上 18,000円 

日中一

時支援

Ⅳ型 

4時間未満 3,500円 

4時間以上 

8時間未満 

7,000円 

8時間以上 10,500円 
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様式第1号(第4条関係) 

様式第2号(第5条関係) 

様式第3号(第5条関係) 

様式第4号(第5条関係) 

様式第5号(第7条関係) 

様式第6号(第8条関係) 

様式第7号(第9条関係) 

 


